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医療保険者を取り巻く最近の動向について
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１．令和６年度診療報酬改定
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○予算編成過程において、診療報酬改定の改定率は以下のとおりとなった。

個別の改定事項に係る議論は、厚生労働省の中央社会保険医療協議会において行われている。

➢ 診療報酬 ＋０．８８％

※１ うち、※２～４を除く改定分 ＋０.４６％
各科改定率 医科 ＋０.５２％

歯科 ＋０.５７％
調剤 ＋０.１６％

40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で

従事する者の賃上げに資する措置分（＋0.28％程度）を含む。

※２ うち、看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種（上記※１を除く）について、令和６年度に

ベア＋2.5％、令和７年度にベア＋2.0％を実施していくための特例的な対応 ＋０．６１％

※３ うち、入院時の食費基準額の引き上げ（１食当たり30円）の対応

（うち、患者負担については、原則、１食当たり30円、

低所得者については、所得区分等に応じて10～20円） ＋０．０６％

※４ うち、生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲０．２５％

➢ 薬価等 ▲１．００％
①薬価 ▲０．９７％

②材料価格 ▲０．０２％

診療報酬改定

令和６年度診療報酬改定について
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２． 令和６年度診療報酬改定関係資料
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３．令和６年度介護報酬改定
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○予算編成過程において、令和６年度の介護報酬改定の改定率は以下のとおりとなった。

個別の改定事項に係る議論は、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会において行われている。

介護報酬改定

令和６年度介護報酬改定について
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15

令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１
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令和５年12月18日 第236回社会保障審議会介護給付費分科会 資料１



介護報酬改定について
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厚生労働省老健局作成資料
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厚生労働省老健局作成資料
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４． 令和６年度診療報酬改定・介護報酬改定に関する協会の
主な意見発信
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（１）令和６年度診療報酬改定
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第169回 社会保障審議会医療保険部会（R５.10.27 開催） （出席：北川理事長）

議題
〇 令和６年度診療報酬改定の基本方針について

発言

○ 今回はトリプル改定ということで、DXやかかりつけ医療機能、地域包括ケア、働き方改革の推進、医薬品

の安定供給、医療・介護・障害・福祉の連携等、論点が多岐にわたっている。いずれの論点についても共通
するのは、質の高いサービスを国民が等しく享受できるようにしつつ、医療・介護資源の効率化・適正化を図
ることにより、少子高齢化の中でどう世代間公平を確保し、持続可能な社会保障制度を構築していくかという
視点である。

〇 高齢者のピークを迎える2040年に向けて、協会けんぽとしては、全都道府県支部によって活動の中核を

なしている。６年に一度の大規模な改定となる今回の機会に、医療・介護・障害・福祉分野を取り巻く諸課題
について、地域一体となって取り組んでいける体制を構築できるよう、総合的な見直しをお願いしたい。

〇 各論について、視点１に重点を置いて議論するということに異論はない。特にサービスの質の確保と制度
全体の持続可能性を担保する、この大きな目的が論点になると考えており、重点的な議論をお願いしたい。

〇 論点のうちに医薬品の安定供給の確保を挙げていただいており、ここについてもぜひ積極的な議論をお
願いしたい。

協会としては、ジェネリック医薬品の使用促進については、平成21年度から加入者に軽減額の通知をお送

りするなど、この分野においてフロントランナーとしてジェネリック医薬品の使用促進に取り組んできた。後発
医薬品の供給不安をめぐる課題がフォーカスされており、単に薬価を見直すのではなく、品質が確保された
後発品を安定的に供給できる能力・体制を確保している企業が、見える化等により市場が評価できる仕組み
も確立し、結果的に優位になることで、業界の構造的な課題である規模の拡大に向けた再編等を促す仕組
みの構築が必要ではないかと考えている。

関連する検討会の議論を注視しながら、年末に向けて積極的に議論を進めていただき、将来の礎になるよ
うな制度の見直しを図っていただきたく、お願い申し上げる。



（１）令和６年度診療報酬改定

第171回 社会保障審議会医療保険部会（R５.11.29 開催） （出席：北川理事長）

議題
〇 令和６年度診療報酬改定の基本方針について

発言

○ 今回の骨子案については、これまでの議論を踏まえたものであり、方向性について異論はない。また、私
ども保険者の立場としては、冒頭の佐野委員のご発言に賛同したい。

その上で、資料の冒頭に、物価高騰、賃金上昇、経営の状況、人材確保の必要性、患者負担、保険料負
担の影響を踏まえた対応という表記があるが、これに関連して一言申し上げたい。

確かに物価や賃金の動向についての考慮は必要であり、処遇改善についても重要だと考えている。他方
で、医療費の増加傾向が続く中で、医療保険制度の持続可能性に懸念があることを国民負担の状況が限界
的であるということを踏まえれば、メリハリの利いた診療報酬改定を行うことで、可能な限り患者の負担増や
保険料の上昇を避ける必要があると考えている。

また、医薬品産業の構造の転換も見据えたイノベーションの適切な評価や医療品の安定供給の確保等に
ついて、革新的新薬等のイノベーションへの配慮と、後発医薬品等の品質と安定供給の確保、この双方を実
現できるよう、関連検討会の議論も注視しながら、単に薬価を見直すのではなく、特に業界における構造的
な課題に対して将来の礎になるような制度の見直しを図っていただきたいと考えている。
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（佐野委員発言概要）

〇 支払関係団体として厚生労働大臣に要請書を提出して、この中において、高止まりする医療費の自然増によって保険財政も国民負
担も大変厳しい中で、診療所と病院の経営状況の違いも踏まえて大胆な配分の見直しや、真に有効でメリハリの利いた診療報酬改定が
必要であるということを指摘している。

もちろんこの医療経済実態調査の結果については、中医協で詳細に議論されると承知しているが、基本方針においても医療機関の経
営状況を踏まえた判断というのはあってしかるべきだと考える。もちろん賃金、物価の動向を考慮することは当然否定しないが、同時に、
効率化・適正化、さらには現役世代の負担軽減につなげるということも極めて重要であるということで、そういう意味で、今まで申し上げて
いるが、基本的視点の１だけでなく、４番目にあるところの医療保険制度の安定性・持続可能性の向上も重点課題にしていただきたいと
いうことを改めて主張したい。



（１）令和６年度診療報酬改定
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支払側６団体による厚労省要請（R５.11.27）



（１）令和６年度診療報酬改定

第172回 医療保険部会（R５.12.８ 開催） （出席：北川理事長）

議題 令和６年度診療報酬改定の基本方針について

発言

〇 今回の基本方針案の取りまとめについては、これまでの議論を踏まえたもので、この方向性について異論
はない。

〇 １点だけコメント申し上げたい部分がある。資料にヘルスリテラシーの向上を明記していただいた点である。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度の構築を通じて、制度を将来の世代にきちんと引き継いでいくた
めには、国民のヘルスリテラシーの向上こそが最大の原動力であると考えている。幅広い主体の連携ととも
に、さらなる周知啓発に取り組むことが極めて重要であると認識している。

協会としても、今後ともこの分野について積極的に取り組んでまいりたいと考えている。
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第235回 介護給付費分科会 （R５.12.11開催） （鳥潟理事）

議題
〇 令和６年度介護報酬改定に向けて

（審議報告のとりまとめに向けて①、その他）

発言

〇 令和６年度介護報酬改定に関する審議報告（案）について、これまでの議論を丁寧に汲み取ったものであ
り、総論として賛成である。

〇 全体を通して、「一定」といった具体的な数値が示されていない項目が見られるが、介護報酬の加算に関
わる項目に関しては、可能な限り具体的な数値を示していただきたい。

〇 そのうえで、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の導入について、効率的なサービス提供に繋が
る可能性がある一方、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に過大な負担が生じないよう、合理的な判断
基準や運用について引き続き検討していただきたい。

〇 介護職員の処遇改善に関する見直しについても、事務作業の煩雑さや制度の複雑さ、利用者負担の発生
から取得しない事業所が一定数みられたことを踏まえたものであることに留意し、事業所や利用者への十分
な制度周知・啓発に努めるべきである。

〇 また、今回の改定においては、入浴介助加算（Ⅱ）の算定要件の見直しや、「介護ロボット・ICT等のテクノ
ロジーの活用促進」など、ICTを活用するものが多く盛り込まれている。介護の質や生産性の向上に繋がる見
直しであり、総論としては賛成であるが、かえって現場の負担になってしまうことがないよう、制度導入後の丁
寧な検証をお願いしたい。

〇 多床室の室料負担については、介護老人福祉施設以外の２施設にも一定の生活の場と考えられる現象
が見て取れるため、これらの施設についても室料負担を求める方向で検討すべきと考える。
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（２）令和６年度介護報酬改定



第236回 介護給付費分科会 （R５.12.18開催） （鳥潟理事）

議題
〇 令和６年度介護報酬改定に向けて

（審議報告のとりまとめに向けて②、その他）

発言

〇 今回、令和６年度介護報酬改定に関する審議報告（案）について、前回も申し上げた通り、これまでの議
論を丁寧に汲み取ったものであり、総論として賛成である。

〇 とりまとめにあたって、改めて申し上げるが、現役世代の社会保険料負担の水準は、特に私ども協会けん
ぽの加入者である中小企業及びその従業員にとって、現在の経済環境下では限界に達していると考えてい
る。

〇 今後65歳以上の高齢者の急増から現役世代の急減に人口構造の局面が変化していく中で、介護保険の
規模は膨らみ、一方で財源には自ずと限界が出てくる。

〇 介護サービスの品質向上を図りつつ介護保険制度の持続可能性を 高めていくために、世代間・制度間・
制度内での給付と負担の在り方について、引き続き議論を深めていく必要があると考えている。今回の見直
しの効果検証も含め、不断の検討を進めていただきたい。
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（２）令和６年度介護報酬改定



５． マイナ保険証の利用促進等について
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１
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令和６年１月19日 第174回社会保障審議会医療保険部会 資料１



６．関係審議会等における意見発信の状況
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協会の主な発言

第172回 医療保険部会（R５.12.８ 開催） （出席：北川理事長）

議題 「経済財政運営と改革の基本方針2023」等関連事項について

発言

〇 ご提示いただいた見直し案については、全体として賛成である。２点、コメントさせていただきたい。

１点目は前回も申し上げたが、医療上の必要性があると認められた場合について処方等の段階で明確に
なるような仕組みの整理を行うことについて、客観的かつ公平な制度の運用が可能となるよう、ぜひ実施して
いただきたい。

また、その際にはこれまでもご指摘があったが、医療従事者と患者の間に情報の非対称性があることに留
意して、患者が制度の趣旨を選択し得る医薬品を理解した上で先発医薬品か、後発医薬品かを選ぶことが
できるよう、医療現場での患者への適切な説明、表示等の実績が担保されるよう、ご配慮をお願いしたい。

〇 もう１点は、協会としては平成27年度から加入者に軽減額の通知をお送りするなど、フロントランナーとし
て後発医薬品の使用促進に取り組んできた。各保険者の努力のみでは限界が見えてきている状況である。
後発医薬品の供給不安をめぐる構造的課題の解決に向けて、関連制度を大胆に見直すことを引き続きお願
いするとともに、今回の見直しは大変画期的なものと評価している。

様々な立場があることは承知しているが、保険者の立場としては長期収載品の薬価と選定療養の場合に
おける保険給付範囲の水準の差については２分の１とする方向で検討を進めていただくよう、強くお願いした
い。

また、選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収するということについて
は、そもそも選定療養は本人の自己負担を前提とするものであるということ、また後発医薬品の使用促進を
図るという観点からも、認めない方向で検討していただきたい。
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協会の主な発言

第173回 医療保険部会（R５.12.14 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

発言

〇 保険者としては、冒頭の佐野委員と考え方は同じくしているところだが、幾つかコメントさせていただきたい。

2024年秋のマイナンバーカードと健康保険証の一体化に当たっては、保険料を納めていただいている加入
者の方々に、お手元にマイナンバーカードまたは資格確認書が迅速に届く体制の整備に加え、支障なく医療
機関等の受診を行える仕組みの構築が重要である。

協会としては、不安払拭のための取組及び利用促進に向けた取組の双方を積極的に実施している。

〇 一方で、保険者の呼びかけのみでは限界があり、11月９日の本部会において、医療機関の窓口でマイナ
ンバーカードをお持ちですかと声がけをしていただく、あるいは、カードリーダーが目立つように、何らかの目
印を設置する等、関係者が連携してマイナ保険証の使いやすい環境を整えていただきたいという旨を発言し
たところである。

その意味で、今回、医療機関等でマイナ保険証利用者のための専用レーン設置及び担当者による声かけ、
案内の実施など、医療機関等におけるマイナ保険証の利用促進に向けた具体的な対応策を打ち出していた
だいたことについて、大きな一歩であると考えている。

対応を進める中で効果が見られた事例があれば、民間医療機関を含めた横展開を検討していただくなど、
ぜひ積極的に取組を進めていただくよう、お願いしたい。

〇 また、今、お話があった子供向けの健康教育については、私ども協会けんぽでも、それぞれの支部ごとで
はあるが以前から取り組んでおり、まさに昨今のSDGｓの流れの中で、協会けんぽの本業であるところの、医
療教育、リテラシーの向上に向けて、さらに取組を進めていきたいと思っているので、ぜひご支援のほど、よ
ろしくお願いしたい。
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第173回 医療保険部会（R５.12.14 開催） （出席：北川理事長）

議題 病床転換助成事業について

発言

〇 病床転換助成事業は、地域医療構想の期限である2025年を見据えて２年延長すること、質の高い医療を
効率的に提供するため、病床の機能分化を進める観点、また、住み慣れた地域で最期まで過ごせる環境を
整える観点からであると承知している。

本事業については、事業の活用実績に都道府県ごとのばらつきがあるほか、本事業を活用しての転換病
床数もそれほど芳しくない状況にある。

明確なゴールがないまま、延長を繰り返すことにならないようお願いするとともに、2025年という延長期間に
おいては、本事業を活用した、具体的な目標を設定した上で、周知啓発等に取り組んでいただくようお願いし
たい。
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協会の主な発言

第174回 医療保険部会（R６.１.19 開催） （出席：北川理事長）

議題 マイナ保険証の利用促進等について

発言

〇 2024年12月のマイナンバーカードと健康保険証の一体化は、今後の医療DXを発展させるスタートラインで
あり、協会としても、日本最大の医療保険者として、この普及促進は最大のテーマであると認識し、私自身も、
支部長会議、年末年始の全職員向け挨拶等、機会あるたびに、個人レベルでの利用促進も含め、協会とし
て最重要課題として取り組むことを発信しているところである。

〇 一方で、加入者の皆様に対しては、さまざまな不安払しょくのための取組として、協会HPにマイナ保険証
についての特設ページを設けたり、加入事業所にお送りする納入告知書や医療費通知に、マイナ保険証の
利用を呼び掛けるリ一フレットを同封したりするなど、利用促進に向けた取組を積極的に実施してきた。

〇 ただ、保険者の呼びかけのみでは限界がある。保険者としては、出かけるときにマイナンバーカードを持っ
ていくための声掛けはできても、実際の利用の現場においては力を発揮することはできない。医療機関・薬
局の受付で「マイナ保険証、お持ちですか」とお声がけ頂くことや様々な周知手段をさらにご活用いただくこと
をお願いしたい。

〇 また、本件は、広く国民に伝え広める一大キャンペーンとされていると認識しているが、国におかれては、
資格確認書や、資格情報のお知らせなどの新しい仕組みについて、全体を理解しやすい形で体系的かつ一
元的な周知・広報を早期に着手して頂く等、効果的な媒体を選定のうえ、何回かのピークを設定するなど、よ
り一層積極的・集中的な取組を行って頂くようお願いしたい。

〇 マイナ保険証の一層の利用促進に向けて、保険者として全力で取組を進めていく所存ではあるが、その
利用率についてはどうしても結果としての側面が強いものと認識しており、保険者の主体的な目標設定には
馴染まないことはご理解いただけるかと思う。 マイナ保険証の利用率目標に関しては、まず関係機関が設定
される目標等を踏まえ、国において具体的な数値をお示し頂ければ、保険者としては、それにむけて全力で
取り組んでいきたいと考えているので、ご検討をお願いする。

〇 また、今後、「資格確認書」等の発行にあたっても、迅速・正確に届く体制の整備に注力してまいりたい。
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第174回 医療保険部会（R６.１.19 開催） （出席：北川理事長）

議題 こども・子育て支援について

発言

〇 大臣懇話会においても発言させて頂いており、この場においては繰り返しとなるが、保険者としては、今回
の支援金制度は全世代を対象とする医療保険制度の仕組みを援用し、少子化対策という国の重要施策を充
実するための支援金を、「国からお願い」され、医療保険者が、いわば代行的徴収を行うものであって、医療
保険者としての自主的・自律的な財政運営に影響を及ぼすものではないと理解している。

〇 今後、2024年通常国会への法案提出に向けて検討を進められると思うが、全国民に支援金の負担を求め
る理由や、その際、医療保険の賦課・徴収ルートを活用する理由については、引き続き、国として責任をもっ
て説明し、関係者の理解を得て頂くようお願いする。

また、 「保険者の支援納付金の納付業務に係る事務費の国庫負担等･･・の措置を講ずる」と記載されてい
るが、この点、今後の予算措置の中で確実に必要な費用を措置頂くよう、併せてお願いしたい。
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第569回 中医協 総会（R５．12．１） （出席：鳥潟理事）

議題 医療DX（その３）について

発言

○ オンライン資格確認を巡る診療報酬上の対応については、マイナンバーカードを患者のみなさまがきちん
とメリットを感じて使えるようになった環境を整えることがまず大事と考えている。そうした環境が整ってから診
療報酬上の対応については本格的に議論を始めるべき。

〇 電子処方箋について、非常に有効なツールであることは間違いない。多くの委員が話しているように導入
に関しては様々なハードルがあるようなので、導入に向けて対応策をきちんと進めていただきたい。

第569回 中医協 総会（R５．12．１） （出席：鳥潟理事）

議題 長期収載品（その２）について

発言

○ 医療上の必要性があると認められる場合について、選定療養とはせず、引き続き保険給付の対象とする
方向で検討を進める方向については賛成。みなさまが懸念されているように、「医療上の必要性が認められ
る場合」の解釈については、客観的な判断が可能となるように基準や具体例を明確に示していただきたい。
患者側から見ると大きな変更になると思うので、周知の時間を十分に取ること、一方で、医療費に対する国
民の認識を上げる良い機会かと思うので、そのような観点からの広報にもつながるのではないかと考える。
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第219回 中医協 薬価専門部会（R５．12．６） （出席：鳥潟理事）

議題 関係業界からの意見聴取について

発言

○ 協会けんぽではジェネリック医薬品の利用を加入者に促進してきて、医療費の伸びを抑制することに尽力
してきた。今回の後発医薬品の供給不安は協会的にも打撃を受けている状況。

〇 ジェネリック業界として、資料に示されている要望がすべて実現した場合、安定供給が実現可能と考えて
いる、という理解でよいか。

第570回 中医協 総会（R５．12．６） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項（その11：救急医療）について

発言

○ 医療の実態に関しては、医師でないためわからないことも多いが、今回１番解決したい課題は、資料の課
題の１番上にある「救急搬送のうち高齢者の割合が増加しており、中でも軽症・中等症や傷病不明確の救急
搬送が増加する中・・・・」とある、この部分で、それは診療側も支払側も一緒かと思う。診療側のお話を伺うと
事務局案のように変えるのは時期尚早と受け取った。意見としては、今回の資料の対応案のとおり見直すべ
きと考えるが、時期尚早で変えないとなると、課題が解決できるのか。



47

協会の主な発言

第571回 中医協 総会（R５．12．８） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項（その12：人生の最終段階における医療・ケア）について

発言

○ かかりつけ医と患者の関わりを深めていくためにも、認知症患者の増加に備えるためにも、かかりつけ医
がより早期から患者の適切な意思決定支援を実施することについて、推進すべき。入院医療における適切な
意思決定支援の指針の策定を促進することや、人生の最終段階における医療・ケアに係る情報の共有を推
進する観点からICTを活用すること、様式の見直しについても賛成。患者さま側の準備を促す意味でも、情報
を提供していくことは重要だと思う。

第571回 中医協 総会（R５．12．８） （出席：鳥潟理事）

議題 個別事項（その14：生活習慣病対策）について

発言

○ 慢性疾患である生活習慣病でリフィル処方箋の活用が進んでいるのは頷けるが、資料から、信頼する「か
かりつけ医」や「かかりつけ薬剤師」がいることがリフィル処方箋の利用意向に大きく関わることが見受けられ
る。かかりつけ医を持つことの重要性についても、国、保険者、医療機関において広く周知・広報していくこと
が活用推進に欠かせない。
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第５回 中医協 薬価専門部会・費用対効果評価専門部会 合同部会（R５．12．13） （出席：鳥潟理事）

議題 レケンビに対する費用対効果評価に係る検討（案）

発言

○ 特例的な対応を行うことに異論はない。

〇 レケンビはアルツハイマー型認知症に対する新薬であり、国民の期待も大きい一方で、その効能や副作
用については引き続き注視していく必要がある。今後の高額医薬品を巡る対応を考えるうえでも、今回ご提
案いただいた試み及びその検証に積極的に取り組んでいただきたい。

第220回 中医協 薬価専門部会（R５．12．８） （出席：鳥潟理事）

議題 令和６年度薬価制度改革の骨子（たたき台）について

発言

○ お示しいただいた骨子について、これまでの議論を踏まえたものであり総論としては賛成。そのうえで、後
発医薬品の安定供給のためには、関連検討会の意見も踏まえ、本改定のタイミングで抜本的な対応策を講
じる必要がある。企業指標の導入及び評価と、評価結果の薬価制度における取り扱いはその第一歩と考え
ており、早期の導入及び着実な検証を通じて、第二、第三の改善に繋げていただくよう、改めてお願いしたい。

第67回 中医協 費用対効果評価専門部会（R５．12．８） （出席：鳥潟理事）

議題
費用対効果評価制度の見直しに関する議論（その３）
令和６年度費用対効果評価制度改革の骨子（案）について

発言

○価格調整範囲について、価格引き上げの条件を実態に合わせることについて異論はない。一方で、価格調
整範囲の在り方については、少子高齢化の中で医療の質を確保しながら医療保険制度の持続可能性を高
めていく必要がますます増大していることを踏まえると、今回、一定の結論を出していただきたかったというの
が正直な思い。レケンビに係る特例的な取り扱いについてよく検証したうえで、令和６年診療報酬改定の次
の改定では本格的な導入をお願いしたい。

〇介護費用の取り扱いに関して、これまでの議論を踏まえてもなかなか分析が難しいところと考えており、レケ
ンビに係る特例的な取り扱いを通じ、腰を据えた検討をお願いしたい。
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第573回 中医協 総会（R５．12．15） （出席：鳥潟理事）

議題 歯科医療（その３）について

発言

○ ICTを活用した歯科診療の評価や、歯科技工士と歯科医師の連携については、ぜひ進めていただきたい。
一方で、学校歯科健診で不正咬合の疑いがあると判断されて受診した患者の評価を巡っては、保護者が受
診を躊躇することがないよう、診療報酬の適用範囲を拡大することが適切な対応かという点は疑問が残る。
実際にどの程度保険適用が可能なケースが存在するか等の実績を踏まえたうえで、慎重な検討が必要では
ないか。

第573回 中医協 総会（R５．12．15） （出席：鳥潟理事）

議題 長期収載品（その３）について

発言

○ 「医療上の必要性があると認められる場合については、処方等の段階で明確になるような仕組みの整理」
を行うことについて、客観的かつ公平な制度の運用が可能となるよう、ぜひ実施していただきたい。また、そ
の際は、医療従事者と患者の間に情報の非対称性があることに留意し、患者が制度の趣旨や選択しうる医
薬品を理解したうえで先発医薬品か後発医薬品かを選ぶことができるよう、医療現場での適切な表示等をお
願いしたい。

〇保険給付と選定療養の負担にかかる範囲に関して、協会としても後発医薬品の使用促進に取り組んできた。
保険者の努力のみでは後発医薬品の使用率に関しては限界が見えてきている状況。後発医薬品の供給不
安を巡る構造的課題の解決に向けて関連制度を大胆に見直すことを前提に、長期収載品の薬価と選定療養
の場合における保険給付範囲の水準の差についてはできる限り「２分の１」とする方向で検討を進めていた
だきたい。また、選定療養に係る負担を徴収しないことや、標準とする水準より低い額で徴収することについ
ては、そもそも選定療養は本人の自己負担を前提とするものであること、また、後発医薬品の使用促進を図
る観点から、認めない方向で検討していただきたい。



第109回 介護保険部会 （R５.12.7開催） （鳥潟理事）

議題

〇 給付と負担について

〇 「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」の中間整理及び総合事業の充実に向けた
工程表について（案）

〇 改正介護保険法の施行等について（報告）

発言

〇 ２割負担・３割負担の水準については、介護保険制度の持続可能性を高めるために、限られた財源の中
で、応能負担の観点から、「現役並み所得」「一定以上所得」の双方について、それぞれ判断基準の見直しを
行う必要があると考える。

〇 うち、２割負担の一定所得以上の判断基準の在り方について、「医療サービスと利用実態が異なるため、
単純な比較は困難」という点、理解はしますが、一方で医療・介護連携が深まる中で両サービスの間の平仄
は可能な限り合わせるべきと考えており、医療制度における判断基準の在り方をよく踏まえたうえで議論して
いただくようお願いしたい。
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第110回 介護保険部会 （R５.12.22開催） （鳥潟理事）

議題

〇 給付と負担について（報告）

〇 介護保険法施行規則の改正等（報告）

〇 「住宅確保要配慮者に対する居住支援機能の在り方に関する検討会」中間とりまとめ（案）（報告）

発言

〇 第１号保険料負担に係る見直しについて、年々増加する第1号保険料の水準を現行水準に抑える観点か
ら、低所得者に配慮しながら、被保険者の負担能力に応じた保険料の設定を行う今回の案については、妥
当と考える。

〇 一方、２割負担の一定所得以上の判断基準の在り方については、介護サービスの品質向上を図りながら、
介護保険制度の持続可能性を高めていくためにも今後３年間で確実に結論を得ていただくようお願いしたい。



第234回 介護給付費分科会 （R５.12.4開催） （鳥潟理事）

議題

〇 令和６年度介護報酬改定に向けて
（運営基準に関する事項、多床室の質量負担、複合型サービス（訪問介護と通所介護の組合せ）、その他
（基準費用額、総合マネジメント体制強化加算、終末期の薬剤管理、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
における訪問看護関連加算等の取扱い））

発言

〇 多床室の室料負担については、介護老人福祉施設が、死亡退所が多い事実上の「生活の場」として選択
されていることを理由に平成27年度から室料負担を求めると整理された経緯がある。

〇 このことを踏まえ、３施設の入居者・退所者の状況等を見てみると、介護老人福祉施設以外の２施設にも
一定の事実上の生活の場と考えられる現象が見て取れるため、これらの施設についても室料負担を求める
方向で検討してよいのではないか。

〇 訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスの創設について、規制緩和でよいのではないか、制
度の複雑化を招くのではないかなどの意見を踏まえれば、対応案のとおり、今後更に検討を深めるとの方針
でよいと考える。

〇 その際は、既存のサービスとの違いや、どういった点が効率化されるのかという点について、実証事業の
結果も踏まえつつ検討を深めていただきたい。

〇 現在の物価高騰・賃金上昇を踏まえれば、食事療養費の見直しは必要と考えられる。実情を踏まえた制
度となるよう検討を深めていただきたい。
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